
▼

第
一
日
（
十
一
月
三
十
日
）
会

期
を
二
十
二
日
間
と
決
定
。
継
続

審
査
と
な
っ
て
い
た
案
件
に
つ
い

て
、
各
委
員
長
よ
り
報
告
が
行
わ

れ
、
審
議
の
結
果
、
請
願
一
件
、

地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
建

設
に
か
か
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て

及
び
平
成
十
六
年
度
決
算
十
三
件

に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
継
続
審
査

と
決
定
。
次
に
提
出
案
一
件
に
つ

い
て
提
案
理
由
の
説
明
、
質
疑
を

実
施
し
た
後
、
委
員
会
付
託
を
省

略
し
原
案
可
決
。
続
い
て
提
出
案

三
十
一
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の

説
明
を
実
施
。

▼

第
二
日
（
十
二
月
一
日
）
本
会

議
休
会
。

▼

第
三
日
（
十
二
月
二
日
）
提
出

案
に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

▼

第
四
日
（
十
二
月
三
日
）
及
び

第
五
日
（
十
二
月
四
日
）
本
会
議

休
会
。

▼

第
六
日
（
十
二
月
五
日
）
提
出

案
に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

▼

第
七
日
（
十
二
月
六
日
）
本
会
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改
正
の
内
容
は
、
浄
化
槽
法
及
び

民
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
語
句
及

び
引
用
条
項
に
係
る
規
定
の
整
備
を

し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
農
業
近
代
化
資
金
利
子

補
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
の
題
名

変
更
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
引
用
し
て
い
る

法
律
名
に
係
る
規
定
の
整
備
を
し
た

も
の
で
す
。

▽

川
越
市
農
業
集
落
排
水
処
理
施

設
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

農
業
集
落
に
お
け
る
農
業
用
用
排

水
の
水
質
保
全
及
び
生
活
環
境
の
改

善
を
図
る
た
め
、
国
の
農
業
集
落
排

水
統
合
補
助
事
業
と
し
て
整
備
し
た

鴨
田
処
理
区
の
供
用
開
始
に
伴
い
、

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
の
設
置
及

び
管
理
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
た
め
、
本
条
例
を
制
定
し
た
も

の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
施
設
の
名
称
を
鴨

田
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
と
し
、

位
置
を
大
字
鴨
田
千
四
百
八
十
七
番

地
一
と
し
、
処
理
区
域
を
大
字
鴨
田
、

大
字
石
田
本
郷
、
大
字
古
谷
上
、
大

字
川
越
及
び
大
字
伊
佐
沼
の
各
一
部

と
す
る
と
と
も
に
、
使
用
料
、
用
語

の
定
義
、
排
水
の
制
限
そ
の
他
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
都
市
計
画
川
越
駅
西
口
土

地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

土
地
区
画
整
理
法
等
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
本
規
程
の
一
部
を

改
正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
土
地
区
画
整
理

法
の
一
部
改
正
及
び
不
動
産
登
記
法

の
全
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
及

び
語
句
に
係
る
規
定
の
整
備
を
し
た

も
の
で
す
。

▽

川
越
市
終
末
処
理
施
設
設
置
条

例
を
廃
止
す
る
条
例
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

川
越
市
滝
ノ
下
終
末
処
理
場
が
平

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
の
終
了
を

も
っ
て
埼
玉
県
に
移
管
さ
れ
る
こ
と

に
伴
い
、
本
条
例
を
廃
止
す
る
も
の

で
す
。

▽

第
三
次
川
越
市
総
合
計
画
（
基

本
構
想
）
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て

┃
原
案
可
決
┃

総
合
計
画
は
、
地
方
自
治
法
第
二

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
目
指

す
べ
き
都
市
像
、
そ
の
実
現
に
向
け

た
目
標
や
必
要
な
方
策
な
ど
を
定
め

る
も
の
で
、
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
を

示
す
も
の
で
す
。
本
市
で
は
、
平
成

八
年
度
か
ら
「
第
二
次
川
越
市
総
合

計
画
」
に
基
づ
き
、
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
十
七
年

度
を
も
っ
て
計
画
期
間
が
終
了
す
る

こ
と
か
ら
、
今
回
、
平
成
十
八
年
度

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
こ
の
基
本
構
想
に
基
づ

き
作
成
さ
れ
る
「
基
本
計
画
」、「
実

施
計
画
」
に
そ
っ
て
、
こ
の
将
来
都

市
像
の
実
現
に
向
か
い
、
計
画
的
な

行
政
運
営
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

今
定
例
会
に
は
、
一
般
会
計
補
正

予
算
一
件
、
特
別
会
計
補
正
予
算
二

件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
度
本

市
予
算
の
総
額
は
、
一
般
会
計
八
百

八
十
九
億
九
百
四
十
五
万
四
千
円
、

特
別
会
計
八
百
二
十
九
億
八
千
三
百

二
万
二
千
円
、
合
計
一
千
七
百
十
八

億
九
千
二
百
四
十
七
万
六
千
円
と
な

り
ま
し
た
。

▽

平
成
十
七
年
度
川
越
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
三
号
）

┃
原
案
可
決
┃

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
五
億
一
千
四
百
七
十
万
九
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

そ
れ
ぞ
れ
八
百
八
十
九
億
九
百
四
十

五
万
四
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
歳
入

に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
費
負
担
金
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
及
び
街
路
事
業

費
の
起
債
限
度
額
を
関
連
す
る
歳
出

予
算
の
計
上
に
伴
い
増
額
し
、
歳
出

に
つ
い
て
は
、
職
員
人
件
費
の
費
目

間
調
整
、
生
活
保
護
費
、
三
田
城
下

橋
線
に
係
る
事
業
費
及
び
旧
霞
ケ
関

北
小
学
校
校
舎
に
係
る
調
査
経
費
の

追
加
所
要
額
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

併
せ
て
、
債
務
負
担
行
為
の
補
正
に

つ
い
て
は
、「
指
定
管
理
者
制
度
」

の
導
入
に
伴
い
、
指
定
期
間
中
に
お

け
る
管
理
に
要
す
る
額
を
追
加
計
上

し
、
さ
ら
に
、
地
方
債
の
補
正
に
つ

い
て
は
、
起
債
対
象
事
業
費
の
追
加

計
上
に
伴
い
、
地
方
債
の
限
度
額
を

変
更
し
た
も
の
で
す
。

▽

平
成
十
七
年
度
川
越
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）

┃
原
案
可
決
┃

事
業
勘
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
そ
れ
ぞ
れ
六
億
二
千
七
百
万
七

千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
二
百
六
十
七
億
一

千
四
十
万
七
千
円
と
し
、
事
業
勘
定

と
施
設
勘
定
を
合
わ
せ
た
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
予
算
の
総
額
は

二
百
七
十
億
三
千
三
百
八
十
万
七
千

円
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
保
険

給
付
費
の
増
加
等
に
伴
う
追
加
所
要

額
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

▽

平
成
十
七
年
度
川
越
市
農
業
集

落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）

┃
原
案
可
決
┃

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
二
百
二
十
七
万
八
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ

一
億
九
千
百
十
七
万
八
千
円
と
し
た

も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
職
員

人
件
費
の
追
加
所
要
額
を
計
上
し
た

も
の
で
す
。

か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
を
計
画

期
間
と
す
る
「
第
三
次
川
越
市
総
合

計
画
（
基
本
構
想
）」
を
定
め
た
も

の
で
す
。

こ
の
基
本
構
想
で
は
、
本
市
の
将

来
都
市
像
を
「
ひ
と
、
ま
ち
、
未
来
、

み
ん
な
で
つ
く
る

い
き
い
き
川
越
」

と
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
現
の

た
め
に
、
次
の
七
つ
の
基
本
目
標
を

示
し
て
い
ま
す
。

【
全
体
に
共
通
す
る
基
本
目
標
】

「
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
と
健
全

で
効
率
的
な
行
財
政
運
営
の
推
進
」

【
分
野
別
の
基
本
目
標
】

①
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
分
野
「
と

も
に
助
け
合
い
、
一
人
ひ
と
り
が
健

康
で
い
き
い
き
と
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
ま
ち
」

②
教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
分
野

「
学
び
と
交
流
を
深
め
、
豊
か
な
心

と
文
化
を
は
ぐ
く
む
ま
ち
」

③
都
市
基
盤
・
生
活
基
盤
の
分
野

「
人
と
環
境
に
や
さ
し
い
、
快
適
な

基
盤
を
備
え
た
魅
力
あ
る
ま
ち
」

④
産
業
・
観
光
の
分
野

「
に
ぎ
わ
い
に
満
ち
、
活
力
あ
る
産

業
を
育
て
る
ま
ち
」

⑤
環
境
の
分
野

「
人
と
自
然
が
と
も
に
生
き
る
、
地

球
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
」

⑥
地
域
社
会
と
市
民
生
活
の
分
野

「
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
、

安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
」

こ
の
よ
う
に
、
少
子
高
齢
社
会
の

到
来
や
地
方
分
権
の
進
展
な
ど
、
本

市
を
と
り
ま
く
社
会
環
境
の
変
化
を

認
識
し
、
地
域
で
の
支
え
合
い
や
協

働
、
地
域
の
活
性
化
を
重
視
し
た
内

第
三
次

川
越
市
総
合
計
画

（
基
本
構
想
）

補
正
予
算

三
件
を
可
決

議 事 の

あ ら ま し
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議
休
会
。
議
会
運
営
委
員
会
開
催
。

▼

第
八
日
（
十
二
月
七
日
）
通
告

順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
九
日
（
十
二
月
八
日
）
通
告

順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
日
（
十
二
月
九
日
）
通
告

順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
一
日
（
十
二
月
十
日
）
及

び
第
十
二
日
（
十
二
月
十
一
日
）

本
会
議
休
会
。

▼

第
十
三
日
（
十
二
月
十
二
日
）

通
告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
四
日
（
十
二
月
十
三
日
）

通
告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
五
日
（
十
二
月
十
四
日
）

本
会
議
休
会
。
四
常
任
委
員
会
開

催
。

▼

第
十
六
日
（
十
二
月
十
五
日
）

か
ら
第
二
十
一
日
（
十
二
月
二
十

日
）
ま
で
本
会
議
休
会
。

▼

第
二
十
二
日
（
十
二
月
二
十
一

日
）
最
終
日
。
各
委
員
長
よ
り
付

託
さ
れ
た
案
件
の
審
査
の
経
過
と

結
果
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ
、

審
議
の
結
果
、
請
願
一
件
を
継
続

審
査
、
議
案
三
十
一
件
を
原
案
可

決
。
次
に
追
加
提
出
さ
れ
た
農
業

委
員
会
委
員
の
推
薦
を
行
っ
た
後
、

議
員
派
遣
を
決
定
し
閉
会
。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

▽

川
越
市
市
民
会
館
等
の
指
定
管

理
者
の
指
定
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
北
部
地
域
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
民
聖
苑
や
す
ら
ぎ
の
さ

と
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
東

後
楽
会
館
及
び
川
越
市
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
西
後
楽
会
館
の
指
定
管

理
者
の
指
定
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
ま

ぶ
き
荘
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
小
ケ
谷
老
人
憩
い
の
家

等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
霞
ケ
関
東
老
人
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
連
雀
町
老
人
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
芳
野
台
体
育
館
の
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
中
高
年
齢
労
働
者
福
祉

セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定

に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
駅
西
口
第
一
自
転
車
駐
車

場
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
運
動
公
園
陸
上
競
技
場
等

の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
市
民
体
育
館
の
指
定
管

理
者
の
指
定
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
武
道
館
の
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

以
上
十
五
件
の
案
件
に
つ
い
て
は
、

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
伴
い
、

各
施
設
の
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る

た
め
に
議
決
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

施
設
と
指
定
管
理
者
に
つ
い
て
は
、

上
記
表
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
次
の
と
お
り
附
帯
決
議
が

な
さ
れ
ま
し
た
。

【
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関
わ
る
附

帯
決
議
】

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
は
、

今
ま
で
の
議
会
で
も
種
々
論
議
が
さ

れ
た
が
、
今
回
上
程
さ
れ
た
関
連
議

案
の
効
果
等
が
今
ま
で
の
論
議
と
必

ず
し
も
一
致
し
て
お
ら
ず
、
本
会
議

の
質
疑
の
中
で
も
様
々
な
指
摘
が
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
指

定
管
理
者
の
選
定
に
つ
い
て
は
、

①
選
定
基
準
の
公
平
性
、
透
明
性
を

確
保
す
る
こ
と

②
経
費
節
減
を
求
め
る
こ
と

③
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な

い
よ
う
指
導
す
る
こ
と

④
労
働
条
件
に
配
慮
さ
せ
る
こ
と

右
、
決
議
す
る
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て

┃
原
案
可
決
┃

道
路
の
新
設
に
伴
い
、
郭
町
一
丁

目
、
郭
町
二
丁
目
、
城
下
町
地
内
の

四
路
線
の
認
定
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て

┃
原
案
可
決
┃

道
路
の
移
管
に
伴
い
、
大
字
中
老

袋
地
内
の
一
路
線
の
認
定
を
行
っ
た

も
の
で
す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て

┃
原
案
可
決
┃

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為

に
伴
い
、
今
成
四
丁
目
、
新
宿
町
一

丁
目
、
大
字
鴨
田
、
大
字
古
谷
本
郷

上
組
、
大
字
砂
、
岸
町
一
丁
目
、
大

字
砂
新
田
（
平
成
十
八
年
一
月
一
日

よ
り
砂
新
田
六
丁
目
）、
大
字
今
福
、

大
字
大
槍
新
田
、
寿
町
一
丁
目
、
大

字
安
比
奈
新
田
、
大
字
的
場
、
大
字

鯨
井
地
内
の
十
六
路
線
の
認
定
を
行

っ
た
も
の
で
す
。

去
る
九
月
一
日
開
会
の
市
議
会
第

四
回
定
例
会
に
お
い
て
、
継
続
審
査

と
な
っ
て
い
た
平
成
十
六
年
度
川
越

市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に

つ
い
て
な
ど
十
一
決
算
及
び
、
平
成

十
六
年
度
川
越
市
水
道
事
業
会
計
決

算
認
定
に
つ
い
て
並
び
に
平
成
十
六

年
度
川
越
市
公
共
下
水
道
事
業
会
計

決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、
閉
会
中
に

付
託
さ
れ
た
特
別
委
員
会
で
十
日
間

に
わ
た
り
審
査
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
定
例
会
第
一
日
（
十
一
月
三
十

日
）
に
そ
の
審
査
の
経
過
と
結
果
に

つ
い
て
委
員
長
報
告
が
行
わ
れ
、
審

議
の
結
果
、
さ
ら
に
「
継
続
審
査
」

と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

指
定
管
理
者
の
指
定

市
道
路
線
の

認

定

決
算
特
別
委
員
会

川越市市民会館

川越西文化会館

川越南文化会館

川越市北部地域ふれあいセンター

川越市民聖苑やすらぎのさと

川越市総合福祉センター

川越市老人福祉センター東後楽会館

川越市老人福祉センター西後楽会館

川越市養護老人ホームやまぶき荘

川越市小ケ谷老人憩いの家

川越市高階北老人憩いの家

川越市川越駅東口老人憩いの家

川越市霞ケ関東老人デイサービスセンター

川越市連雀町老人デイサービスセンター

川越市芳野台体育館

川越市中高年齢労働者福祉センター

川越駅西口第一自転車駐車場

川越駅西口第二自転車駐車場

川越駅東口自転車駐車場

本川越駅前自転車駐車場

的場駅前自転車駐車場

南大塚駅南口自転車駐車場

新河岸駅自転車駐車場

川越運動公園陸上競技場

川越運動公園総合体育館

川越運動公園テニスコート

川越市市民体育館

川越武道館

財団法人 川越市施設管理公社

川越市北部地域ふれあいセンター運営協議会

財団法人 川越市施設管理公社

社会福祉法人 川越市社会福祉協議会

社会福祉法人 川越市社会福祉協議会

社会福祉法人 加寿美福祉会

社団法人 川越市シルバー人材センター

社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉

社団法人 川越市医師会

財団法人 川越労働福祉協会

財団法人 川越労働福祉協会

社団法人 川越市シルバー人材センター

財団法人 川越市施設管理公社

財団法人 川越市施設管理公社

財団法人 川越市施設管理公社

施 設 指 定 管 理 者




